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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指

定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２

条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行

われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新

統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に

基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に

届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条に基づき

総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法

下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されてい

たものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査

以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、

本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
 
 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

特定サービス産業 

実態調査 
経済産業大臣 

承認事項の変更 

 平成 27 年からの調査の実

施に当たり、以下について

変更 

①  母集団情報を「平成 21

年経済 

センサス－基礎調査」から

「経済センサス－活動調

査」に変更 

②  調査期日及び調査の周期

につ 

いて、毎年７月１日現在と

し、前回と同様、経済セン

サス－活動調査実施年以

外の年に実施 

H26.12.3 

自動車輸送統計調査 国土交通大臣 

承認事項の変更 

平成 27 年４月からの調査

の実施に当たり、以下につ

いて変更 

① 集計表における「品目

別区分」の細分又は名称

変更 

② 調査票に「政府統計の

統一ロゴタイプ」の表示 

等 

H26.12.15 

内航船舶輸送統計調

査 
国土交通大臣 

承認事項の変更 

平成 27 年４月からの調査

の実施に当たり、以下につ

いて変更 

① 営業用調査に係る母集

団数を「約 780 事業者」

から「約 530 事業者」に

変更 

② 営業用調査の調査対象

事業者の選定方法につい

て、層区分を「44 層区分」

から「17 層区分」に、報

告者数を「約 200 事業者」

から「約 180 事業者」に

それぞれ変更 

③ 営業用調査結果のう

ち、年次の集計事項につ

いて、「貨物船用途別、油

種別燃料消費量」を追加 

H26.12.15 
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④ 営業用調査及び自家用

調査の月報及び年報に係

る集計事項のうち「品目

別区分」を細分又は統合 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H26.12.1 雇用動向調査 厚 生 労 働 大 臣

H26.12.3 訪日外国人消費動向調査 国 土 交 通 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H26.12.4 採用に関する現況調査 宮 崎 県 知 事

H26.12.10 国家財政収入支出調査 岩 手 県 知 事

H26.12.10 外国人の住民基本台帳人口調査 静 岡 県 知 事

H26.12.15
東京都における50歳以上の方の介護・福祉分野での雇用に関
する職業能力開発ニーズ調査

東 京 都 知 事

H26.12.18 次期千葉県地球温暖化防止計画策定に係る基礎調査 千 葉 県 知 事

H26.12.19 産業財卸売業に関する調査 東 京 都 知 事

H26.12.22 平成26年　若年女性・人口移動実態調査 神 戸 市 長

H26.12.22
神戸市一般廃棄物処理基本計画改定にかかる市民・事業所ア
ンケート

神 戸 市 長

H26.12.22
コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート
調査

北 九 州 市 長

H26.12.25 住まいに関するアンケート調査 佐 賀 県 知 事

H26.12.25 住宅関連事業者の実態把握に関する調査 佐 賀 県 知 事

H26.12.25 新潟市若年者等の自立に関するアンケート調査 新 潟 市 長

H26.12.26 地域の少子化の課題に関する調査 青 森 県 知 事

H26.12.26 消費生活に関する県民調査 福 井 県 知 事

H26.12.26
仕事と生活の実態及び女性の就労についての意識に関する調
査

神 戸 市 長

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H26.12.9 廃棄物実態調査 群 馬 県 知 事

H26.12.15 高知県工業統計補完調査 高 知 県 知 事

H26.12.24 第４回みえ県民意識調査 三 重 県 知 事

H26.12.26 茨城県男女共同参画社会県民意識調査 茨 城 県 知 事

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 特定サービス産業実態調査（平成２６年承認） 

【承認年月日】 平成２６年１２月３日 

【実施機関】 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室 

【目 的】 本調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の

基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和４８年に「昭和４８年特定サービス業実態調査」の名称で実

施され、対象業種は、毎年調査業種（物品賃貸業、情報サービス業、広告業）と

年次別にローテーションする業種（知識関連産業、余暇関連産業、公害関連産業）

によって構成されていたが、昭和５４年からはさらに行政上必要な業種を追加し

ていくこととし、調査の名称も「特定サービス産業実態調査」に改められた。 ま

た、平成３年から平成１１年までは、１．毎年調査業種（５業種）、２．周期調

査業種（３年周期で１０業種）、３．選択調査業種（毎年１から２業種）のパタ

ーンにより実施され、平成１２年からは、調査業種を「ビジネス支援産業」、「娯

楽関連産業」及び「教養・生活関連産業」の３つのカテゴリーに分割し、各カテ

ゴリーを原則として、３年に１回調査を行うこととした。平成１８年には、１．

母集団情報を従来の業界団体名簿から事業所・企業統計調査名簿に変更するとと

もに、調査対象業種の分類区分を日本標準産業分類の小分類レベルに統一する、

２．調査周期については、従来一部業種を除き３年周期であったものをすべての

業種について毎年調査する、３．平成１８年調査はビジネス支援産業の７業種を

対象とする等の改正が行われ、実施された。平成１８年調査における改正の基本

的な考え方に即し、平成１９年には４業種を、平成２０年には１０業種、平成２

１年には７業種を調査対象業種に追加するよう改正が行われた。（計２８業種）

さらに、平成２２年には、調査方法としてオンライン調査が追加された。平成２

３年及び２４年調査は、経済センサス－活動調査の実施に伴い、調査を中止する

こととなった。 

【調査の構成】  

【公 表】 インターネット及び定期刊行物 （調査期日から１年以内） 

【備 考】 今回は、報告を求める者、調査期日、調査の周期の変更である。 

※ 

【調査票名】 特定サービス産業実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所・企業 （属性）日本標準産業分類の小分

類に掲げる「ソフトウェア業」、「情報処理・提供サービス業」、「インターネ

ット附随サービス業」、「映像情報制作・配給業」、「音声情報制作業」、「新聞

業」、「出版業」、「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」、「クレ

ジットカード業，割賦金融業」、「各種物品賃貸業」、「産業用機械器具賃貸業」、
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「事務用機械器具賃貸業」、「自動車賃貸業」、「スポーツ・娯楽用品賃貸業」、

「その他の物品賃貸業」、「デザイン業」、「広告業」、「機械設計業」、「計量証

明業」、「冠婚葬祭業」、「映画館」、「興行場，興行団」、「スポーツ施設提供業」、

「公園，遊園地」、「学習塾」、「教養・技能教授業 」、「機械修理業」、「電気

機械器具修理業」に属する事業所又は企業 （抽出枠）経済センサス－活動

調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５５，０００／２９０，０００ （配布）

郵送、オンライン （取集）郵送、オンライン （記入）自計 （把握時）

毎年７月１日現在。ただし、経済センサス－活動調査実施年は、本調査を実

施しない。なお、年間実績を把握する事項については、調査実施年の前年１

月１日～１２月３１日までの１年間によって行う。 （系統）経済産業省－

民間事業者－報告者 ※オンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）１年。（経済センサス－活動調査実施年は、本調査を実施しな

い。） （実施期日）調査事業所及び調査企業：調査実施年の７月３１日、

一括調査企業：調査実施年の８月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．企業名及び所在地、３．本社の所在地、４．

経営組織及び資本金額又は出資金額、５．本支社別、６．事業の形態、７．

会社系統、８．年間売上高、９．年間契約高及び契約件数、１０．年間営業

費用及び年間営業用固定資産取得額、１１．入場者数、１２．会員数、１３．

受講生数、１４．加盟店数、１５．施設、１６．従業者数  
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【調査名】 自動車輸送統計調査（平成２６年承認） 

【承認年月日】 平成２６年１２月１５日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通経済統計調査室 

【目 的】 本調査は、自動車輸送統計（自動車による貨物及び人の輸送の実態を明らか

にすることを目的とする基幹統計）を作成し、我が国の経済政策及び交通政策を

策定するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づく道路運送調査規則（昭和

２７年運輸省建設省令第１号）により，自動車の使用者は、「自動車輸送実績報

告書」として自動車による旅客又は貨物の輸送状況を所管の運輸省に提出するこ

ととされており、これを基に輸送統計が作成されていたが、自動車の激増等によ

り輸送状況をより迅速かつ正確に把握するため、昭和３５年４月から統計法に基

づく指定統計第９９号を作成するための調査として自動車輸送統計調査が開始

された。その後、昭和３９年に営業用バス全数調査及び路線トラック調査の追加、

昭和６２年に軽自動車を調査対象に追加する等の変更を行った。また、特別積合

せトラック調査については、規制緩和（営業区域規制の廃止）に伴い、平成１７

年度以降休止した。平成２２年１０月から、地方支分部局経由の調査員調査から

本省直轄の郵送調査への変更を行うとともに、事業用貨物自動車について、車両

単位から事業所単位の層化抽出に変更などを行った。 

【調査の構成】 １－ 第１号様式の１ ２－第１号様式の２ ３－第２号様式 ４－第

３号様式 ５－第３号様式の２ ６－第３号様式の３ ７－第３号様式の

４ ８－第３号様式 

【公 表】 インターネット、「自動車輸送統計月報」（調査月経過後２か月以内）、「自動

車輸送統計年報」（調査年度経過後６か月以内） 

【備 考】 今回は、平成２７年度以降に実施する本調査について、集計表における品目

別区分等の変更をするものである。 

※ 

【調査票名】 １－第１号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）【事業所及び貨物自動車】 貨

物自動車運送事業を営む事業所に保有されている事業用自動車 （抽出枠）

自動車運送事業者情報 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施月の１か月間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１か月間  提出期限：調査期間満了の１５

日後 

【調査事項】 １．事業所の保有車両数、２．事業所の輸送量の合計、３．事業所の品目
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別輸送量、４．前各号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ２－第１号様式の２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）自動車 （属性）【事業所及び貨物自動車】 貨

物自動車運送事業を営む事業所に保有されている事業用自動車 （抽出枠）

第１号様式の１で選定した事業所が保有する車種別（普通貨物自動車、小型

貨物自動車、特種用途自動車及び軽貨物自動車）にそれぞれ自動車登録番号

の小さいものから２台選定する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）国土交通大臣が指定する７

日間 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）７日間 提出期限：調査期間満了の１５日後 

【調査事項】 １．自動車の種類、２．主な用途、３．最大積載量又は乗車定員、４．輸

送回数、５．輸送区間、６．走行距離、７．輸送貨物の重量又は輸送人員、

８．輸送貨物の品目、９．休車日数、１０．事業の用に供される自動車であ

るときは、その事業の種類、１１．前各号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ３－第２号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）自動車 （属性）【貨物自動車】 自家用自動車

（登録自動車のうち貨物自動車に限る。） （抽出枠）自動車登録ファイル

基づく車両単位による層化抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９，７００／６，３７０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）国土交通大臣が指定す

る７日間 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）７日間 提出期限：調査期間満了の１５日後 

【調査事項】 １．自動車の種類、２．主な用途、３．最大積載量又は乗車定員、４．輸

送回数、５．輸送区間、６．走行距離、７．輸送貨物の重量又は輸送人員、

８．輸送貨物の品目、９．休車日数、１０．事業の用に供される自動車であ

るときは、その事業の種類、１１．前各号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ４－第３号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）自動車 （属性）【旅客自動車】 １．一般乗合

旅客自動車運送事業、２．一般貸切旅客自動車運送事業、３．特定旅客自動

車運送事業を営む事業所に保有されている乗車定員１１人以上の事業用自

動車 （抽出枠）自動車登録ファイル基づく車両単位による地域別層化抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５０／１１０，０００ （配布）郵送 
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（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）国土交通大臣が指定する３日間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）３日間 提出期限：調査期間満了の１５日後 

【調査事項】 １．自動車の種類、２．主な用途、３．最大積載量又は乗車定員、４．輸

送回数、５．輸送区間、６．走行距離、７．輸送貨物の重量又は輸送人員、

８．輸送貨物の品目、９．休車日数、１０．事業の用に供される自動車であ

るときは、その事業の種類、１１．前各号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ５－第３号様式の２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）【事業所】 一般乗合旅客自動

車運送事業を営む事業所に保有されている乗車定員１１人以上の事業用自

動車 （抽出枠）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に規定する一般

乗合旅客自動車運送事業を営むすべての事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施月の１か月間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１か月間 提出期限：調査期間満了の１５日

後 

【調査事項】 １．輸送人員、２．走行距離、３．運行回数、４．保有車両数、５．前各

号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ６－第３号様式の３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）【事業所】 一般貸切旅客自動

車運送事業を営む事業所に保有されている乗車定員１１人以上の事業用自

動車 （抽出枠）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に規定する一般

貸切旅客自動車運送事業を営むすべての事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，２００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施月の１か月間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１か月間 提出期限：調査期間満了の１５日

後 

【調査事項】 １．輸送人員、２．走行距離、３．運行回数、４．保有車両数、５．前各

号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ７－第３号様式の４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）【事業所】 特定旅客自動車運
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送事業を営む事業所に保有されている乗車定員１１人以上の事業用自動車 

（抽出枠）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に規定する特定旅客自

動車運送事業を営むすべての事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施月の１か月間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）１か月間 提出期限：調査期間満了の１５日

後 

【調査事項】 １．輸送人員、２．走行距離、３．運行回数、４．保有車両数、５．前各

号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ８－第４号様式 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）自動車 （属性）【旅客自動車】 １．一般乗合

旅客自動車運送事業、２．一般貸切旅客自動車運送事業、３．特定旅客自動

車運送事業を営む事業所に保有されている乗車定員１０人以下の事業用自

動車 （抽出枠）自動車登録ファイル等に基づく車両単位による地域別層化

抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２７０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）国土交通大臣が指定する３日間 （系

統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）３日間 提出期限：調査期間満了の１５日後 

【調査事項】 １．乗車定員、２．輸送回数、３．輸送区間、４．走行距離、５．輸送人

員、６．休車日数、７．前各号に関連する事項  
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【調査名】 内航船舶輸送統計調査（平成２６年承認） 

【承認年月日】 平成２６年１２月１５日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通経済統計調査室 

【目 的】 本調査は、内航船舶輸送統計（船舶による国内の貨物の輸送の実態を明らか

にすることを目的とする基幹統計）を作成し、わが国の交通政策及び経済政策を

策定するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 内航貨物輸送に関する統計は，従来，海上運送法（昭和２４年６月法律第１

８７号），小型船海運業法（昭和２７年５月法律第１５１号）の報告微集の規定

に基づき業務報告により運輸省海運局において作成されてきたが，物資の地域間

流動状況の把握等の点からみて不充分な点があったので，昭和３８年３月にこれ

らの統計が整備され，指定統計第１０３号「内航船舶輸送統計調査」として実施

された。以後，昭和４９年３月に小型船の申告義務者も運送業者とする等の改正

が行われたほか，昭和５６年２月に燃料消費量等の把握を行うための燃料消費量

等の改正が行われた。 

【調査の構成】 １－内航船舶輸送実績調査票 ２－自家用船舶輸送実績調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物  「内航船舶輸送統計月報」（調査月終了後２か

月以内）「内航船舶輸送統計年報」（調査月終了後３か月以内） 

【備 考】 今回は、平成２７年度以降に実施する本調査について、報告を求める者及び

集計事項を変更するものである。 

※ 

【調査票名】 １－内航船舶輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）内航海運業法（昭和２７年法律

第１５１号）に規定する内航運送をする事業を営む者のうち、総トン数２０

トン以上の船舶による輸送を行う者。 （抽出枠）内航船舶輸送統計母集団

調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８０／５３０ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン・その他（ＦＡＸ） （記入）自計 （把

握時）毎月末日現在 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）調査月の翌月７日 

【調査事項】 １．船舶の属性及び用途、２．輸送した区間及び距離、３．貨物形態、４．

輸送した貨物の品名、５．輸送した貨物の重量、６．航海距離、７．燃料の

種類及び消費量、８．前各号に関連する事項 

※ 

【調査票名】 ２－自家用船舶輸送実績調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）内航海運業法に規定する自家用船

舶による内航運送を行う者のうち、総トン数１００トン以上の船舶による輸
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送を行う者。 （抽出枠）内航船舶輸送統計母集団調査 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン・その他（ＦＡＸ） （記入）自計 （把握時）調査実施

年度の前年度の１年間（４～３月） （系統）国土交通省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年４月末日 

【調査事項】 １．船舶の属性及び用途、２．輸送した区間及び距離、３．貨物形態、４．

輸送した貨物の品名、５．輸送した貨物の重量、６．航海距離、７．燃料の

種類及び消費量、８．前各号に関連する事項 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 雇用動向調査（平成２６年承認） 

【承認年月日】 平成２６年１２月１日 

【実施機関】 厚生労働省 大臣官房統計情報部 雇用・賃金福祉統計課 

【目 的】 本調査は、主要産業における入職、離職と未充足求人の状況並びに入職者、

離職者について個人別に属性、入職・離職に関する事情等を調査し、雇用労働力

の産業、規模、職業及び地域間の移動の実態を明らかにすることを目的とする。 

【沿 革】 昭和３９年以降、年度内２回（上半期（７月）、下半期（１月））調査実施し

ている。平成２５年に、従前の労働局を通じた調査員調査が本省からの郵送調査

に変更された。 

【調査の構成】 １－事業所票 様式１号（上半期） ２－事業所票 様式２号（下半期） 

３－入職者票 様式３号 ４－離職者票 様式４号 

【公 表】 インターネット（ｅ－Ｓｔａｔ）及び印刷物 「調査結果の概況」（上半期結

果：調査実施年の１２月、下半期結果及び調査年結果：調査実施翌年の８月）、

「調査結果報告書」（調査実施翌々年の２月）及びホームページにて公表 

【備 考】 平成２７年の調査から実施する。 

※ 

【調査票名】 １－事業所票 様式１号（上半期） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づく１６

大産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１，８６０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１月～６月 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）調査実施年の６月２０日～７月１２日 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全

体の常用労働者数、２．性、雇用形態、就業形態別常用労働者及び出向者の

異動状況、３．性、年齢階級及び就業形態別常用労働者数、４．職業、就業

形態別常用労働者数及び未充足求人数 

※ 
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【調査票名】 ２－事業所票 様式２号（下半期） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づく１６

大産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１，８６０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月～１２月 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）調査実施年の１２月１１日～調査実施翌年

の１月１４日 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全

体の常用労働者数、２．性、雇用形態、就業形態別常用労働者及び出向者の

異動状況 

※ 

【調査票名】 ３－入職者票 様式３号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく１６大

産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１５，０００／７４９００００ ６８

０００／７，４９０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）上半期調査：毎年１月～６月、下半期調査：毎年７月～１２月 （系

統）配布：厚生労働省－民間事業者－事業所調査対象事業所－報告者、回収：

報告者－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査：調査実施年の７月９日～８月

２６日 下半期調査：調査実施翌年の１月８日～２月２６日 
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【調査事項】 １．属性に関する事項（性、年齢、学歴及び卒業した年）、２．入職に関

する事項（求職活動でのインターネットの利用の有無、入職経路、就業形態、

職業、前職の有無、入職前の勤め先の所在地又は入職前の居住地及び在籍の

有無）、３．前職に関する事項（産業、職業、従業上の地位、離職期間、企

業規模、前の勤め先を辞めた理由、現在の勤め先を選んだ理由及び転職によ

る賃金変動状況） 

※ 

【調査票名】 ４－離職者票 様式４号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく１６大

産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９４，０００／７１８００００ ６６０

００／７，１８０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）上半期調査：毎年１月～６月、下半期調査：毎年７月～１２月 （系

統）配布：厚生労働省－民間事業者－報告者、回収：報告者－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査：調査実施年の７月９日～８月

２６日 下半期調査：調査実施翌年の１月８日～２月２６日 

【調査事項】 １．属性に関する事項（性、年齢、学歴及び卒業した年）、２．離職直前

の雇用状況に関する事項（就業形態、職業、勤続期間及び離職理由）  
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【調査名】 訪日外国人消費動向調査（平成２６年承認） 

【承認年月日】 平成２６年１２月３日 

【実施機関】 国土交通省観光庁観光戦略課調査室 

【目 的】 本調査は、訪日外国人旅行者の消費動向を明らかにし、外国人観光客誘致に

関する施策の企画立案、評価等のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年度から調査を開始した。 

【調査の構成】 １－訪日外国人消費動向調査 （Ａ調査票） ２－訪日外国人消費動向

調査 （Ｂ調査票） 

【公 表】 印刷物、インターネット及びｅ－ｓｔａｔ （四半期報告：調査実施終了月

の翌月末日 年間報告：対象期間（対象年）の翌年３月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲及び調査事項の一部を変更のほか補正調査を

追加した。 

※ 

【調査票名】 １－訪日外国人消費動向調査 （Ａ調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本（新千歳空港、函館空港、仙

台空港、新潟空港、東京国際空港、成田国際空港、富士山静岡空港、中部国

際空港、小松空港、関西国際空港、広島空港、高松空港、福岡空港、鹿児島

空港、那覇空港、関門港（下関）、博多港、厳原港）から出国する訪日外国

人 （※日本に入国しないトランジット（通過）客、乗員、１年以上の滞在

者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者は除く） （抽出枠）

① 訪日外客数上位３カ国・地域（韓国・台湾・中国）の「旅行総支出」：

標準誤差率（以下省略）３．０％以内 ② 年間２０万人以上の重点市場（香

港・米国・タイ・オーストラリア）の「旅行総支出」：５．０％以内 ③ 年

間２０万人未満の重点市場（シンガポール・マレーシア・インドネシア・英

国・ドイツ・フランス・カナダ）の「旅行総支出」：７．５％以内 ④ 平

成２７年度追加重点市場（フィリピン・ベトナム・インド・イタリア・スペ

イン・ロシア）及び「その他」の「旅行総支出」：１０．０％以内 ⑤ 韓

国・台湾・中国の「買物代」：５．０％以内 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９，７１０／３，１３０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）毎四半期（１月～３月、

４月～６月、７月～９月、１０月～１２月）ごとの調査日現在 （系統）国

土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期ごとに約３か月（第１四半期：１

月から３月、第２四半期：４月から６月、第３四半期：７月から９月、第

４四半期：１０月から１２月） 

【調査事項】 入国日、在留資格、国籍・地域、居住地、性別、年齢、入国港、日本への
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来訪回数、同行者の種類、日本訪問の主な目的、訪問地名とその支出金額、

泊数及び宿泊施設の種類、旅行手配方法、旅行手配申込方法、旅行申込時期、

ツアー価格、個別手配者の往復航空（船舶）料金、日本滞在中の費目別支出

額（総額）、買物場所、利用した金融機関及び決済方法、日本の消費税免税

手続の利用状況、年収 

※ 

【調査票名】 ２－訪日外国人消費動向調査 （Ｂ調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本（成田国際空港、関西国際空

港）から出国する訪日外国人（※日本に入国しないトランジット（通過）客、

乗員、１年以上の滞在者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住

者は除く） （抽出枠）ラウンジ利用率３０ ％（想定）で、ラウンジ利用

率の母比率に対する誤差の許容限度２．０％として、サンプル抽出数を設定

する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０２０／３，１３０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）四半期（１月～３月、

４月～６月、７月～９月、１０月～１２月）ごとの調査日現在 （系統）国

土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期ごとに約３か月（第１四半期：１

月から３月、第２四半期：４月から６月、第３四半期：７月から９月、第

４四半期：１０月から１２月） 

【調査事項】 入国日、国籍・地域、ラウンジ利用の有無 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 採用に関する現況調査（２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月４日 

【実施機関】 宮崎県商工観光労働部労働政策課地域雇用対策室 

【目 的】 本調査は、前年度 １年間の宮崎県内事業所の採用におけるＵ Ｉ ターン

者の採用実態を把握し、今後のＵ Ｉターン就職支援施策に活かすための基礎資

料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－採用に関する現況調査票 

※ 

【調査票名】 １－採用に関する現況調査票 

【調査対象】 （地域）宮崎県全域 （単位）事業所 （属性）県内に所在する事業所、

宮崎県及び県内市町村 （抽出枠）１．雇用保険適用事業所台帳のなかから

被保険者数 １００人以上の事業所を抽出、２．宮崎県及び県内に所在する

全ての市町村を選定 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４６０／２０，５００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）前年度１年間（一部の項目については、

調査票記載時点） （系統）宮崎県一報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）平成２６年１１月～１２月（平成２７年以

降は毎年５月～６月に実施） 

【調査事項】 各事業所の前年度における採用状況、採用者の新卒・既卒の別、年齢、採

用前居住地、卒業高等学校所在地、翌年度の採用計画  
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【調査名】 国家財政収入支出調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１０日 

【実施機関】 岩手県政策地域部調査統計課 

【目 的】 本調査は、岩手県内の官公庁等の経済活動の実態を把握し、県民経済計算推

計の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－国家財政収入支出調査票 

※ 

【調査票名】 １－国家財政収入支出調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域及び各都道府県内 （単位） （属性）岩手県内に所在、

または岩手県を管轄する国及び地方公共団体の官公庁並びに政府関係機関

等 （抽出枠）国家財政収入支出調査対象名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度１年間

の実績 （系統）岩手県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）１月～２月末 

【調査事項】 １．機関等の概要、２．建物延面積等、３．歳入、４．歳出、５．歳入・

歳出の明細表、６．自衛隊の現物給与を受けた職員数（防衛省関係のみ記入） 

等 
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【調査名】 外国人の住民基本台帳人口調査（２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１０日 

【実施機関】 静岡県企画広報部地域外交局多文化共生課 

【目 的】 本調査は、県内各市町に居住する外国人住民数を把握し、多文化共生推進施

策を進める上での参考とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－外国人の住民基本台帳人口調査票 

※ 

【調査票名】 １－外国人の住民基本台帳人口調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位） （属性）県内全市町 （抽出枠）市町住民

基本台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３５市町 （配布）オンライン （取集）オン

ライン （記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）県－市

町 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１２月２０日～１月２０日 

【調査事項】 住民基本台帳に記載されている外国人の住民数及び国籍  

- 21 -



【調査名】 東京都における５０歳以上の方の介護・福祉分野での雇用に関する

職業能力開発ニーズ調査 （平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１５日 

【実施機関】 東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課 

【目 的】 本調査は、東京都内の企業における５０歳以上の方の介護・福祉分野での雇

用について調査し、企業ニーズを反映させた職業訓練科目を開発するための基礎

資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－東京都における５０歳以上の方の介護・福祉分野での雇用に関する

職業能力開発ニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－東京都における５０歳以上の方の介護・福祉分野での雇用に関する職

業能力開発ニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内全域（島しょを除く） （単位）企業 （属性）①介護・

福祉関連サービス業 ②個人経営、会社企業（外国の会社を除く）、法人 ③

個人経営の本所・独立事業所及び会社企業の単独事業所、並びに会社企業の

本所 （抽出枠）厚生労働省東京労働局提供の求人事業所名簿及び東京都福

祉保健局作成介護保険施設等の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年１月１日現在 （系統）

東京都 － 民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年２月３日～２月１８日 

【調査事項】 １．回答者の属性（企業規模、業務内容、所在地域等）、２．採用（計画、

実績等）、３．従業員の現状、４．行政への要望 
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【調査名】 次期千葉県地球温暖化防止計画策定に係る基礎調査（平成２６年届

出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１８日 

【実施機関】 千葉県環境生活部環境政策課 

【目 的】 本調査は、千葉県における主要業種について現行の千葉県地球温暖化防止計

画の点検を行うとともに、次期計画策定に向けて今後の施策展開の方向性を明ら

かにすることを目的とする。 

 

【調査の構成】 １－次期千葉県地球温暖化防止計画策定に係る基礎調査票 

※ 

【調査票名】 １－次期千葉県地球温暖化防止計画策定に係る基礎調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

大分類Ａ農業からＳ公務に属する事業所 （抽出枠）平成２４年経済センサ

ス－活動調査の事業者名簿から、産業中分類別に従業者数１０人未満を除い

た事業者を有意抽出で選定する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００／２００，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日まで （系統）都道府県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１月下旬～平成２７年２月

下旬 

【調査事項】 所在地、業種、従業員数、建屋の形態、事業所のエネルギー使用量、車両

保有状況、排出量と密接に関係する量（製品出荷額等、生産量等、建築面積、

売上高等、延べ床面積）、代替フロン等ガス使用量、回収量、省エネルギー

設備や機器の導入状況、省エネルギーに関する行動の取組状況  
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【調査名】 産業財卸売業に関する調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１９日 

【実施機関】 東京都産業労働局商工部調整課 

【目 的】 本調査は、都内産業財卸売業の現状や課題を整理すると共に、経営者がどの

ような展望をもっているかを把握し、今後の支援事業立案の基礎資料として活用

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－産業財卸売業に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－産業財卸売業に関する調査票 

【調査対象】 （地域）東京都 （単位）事業所 （属性）卸売業：常用雇用者１００人

以下又は資本金１億円以下 （抽出枠）事業所母集団データベース平成２５

年次フレーム（更新） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／１７，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年２月１日時点 （系

統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年２月上旬～平成２７年２月

下旬 

【調査事項】 １．企業概要 （企業名、住所、経営者の年齢、従業者数 等）、２．経

営実態 （財務状況、仕入活動、販売活動 等）、３．環境認識と経営課題 

（環境認識、経営課題、経営戦略 等）  
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【調査名】 平成２６年 若年女性・人口移動実態調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２２日 

【実施機関】 神戸市環境局資源循環政策課 

【目 的】 本調査は、人口再生産力となり得る若年女性の転入及び転出に係る理由等の

調査を通じて，その人口動態を分析し、今後の市の成長戦略の基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２６年 若年女性・人口移動実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２６年 若年女性・人口移動実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２６年３，４月に神戸市に移

動の届出を提出した２０～３９歳の日本人女性（区内移動を除く） （抽出

枠）住民基本台帳より、市外転出・市外転入についてはそれぞれ３０００人

無作為抽出する。市内移動者については全数（１５００人）対象とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出・全数 （客体数）７，５００／９，７００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年１月 （系統）

神戸市、神戸学院大学伊藤研究室 － 対象者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１月２３日（金） 

【調査事項】 移動者の性別・年齢、移動理由、勤務状況、転居前後の住宅や生活環境に

対する評価 等  
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【調査名】 神戸市一般廃棄物処理基本計画改定にかかる市民・事業所アンケー

ト（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２２日 

【実施機関】 神戸市環境局資源循環政策課 

【目 的】 本調査は、神戸市一般廃棄物処理基本計画改定の基礎調査のために実施する

ものである。 

【調査の構成】 １－神戸市一般廃棄物処理基本計画改定にかかる市民・事業所アンケー

ト票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市一般廃棄物処理基本計画改定にかかる市民・事業所アンケート

票 

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）世帯、事業所 （属性）１－市民：普通世帯、

２－事業者：普通事業者 （抽出枠）１－市民：年齢階層ごとに無作為抽出、

２－事業者：従業員数階層ごとに無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１－市民：２０００／６９５０００、２

－事業者：１５００／７０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年１月 （系統）神戸市 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）概ね５年に１度 （実施期日）平成２７年３月１２日（予定） 

【調査事項】 １－市民：家庭系ごみの分別・リサイクルの実施状況等、２－事業者：事

業系ごみの分別・リサイクルの実施状況等  
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【調査名】 コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート調査（平

成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２２日 

【実施機関】 北九州市建設局道路部道路維持課 

【目 的】 本調査は、シティバイクのサイクルステーション増設の検討を行うにあたり、

市民のニーズを確認するため、アンケート調査を行うことを目的とする。 

【調査の構成】 １－コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート調査 （会

員用） ２－コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート

調査 （住民用） コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアン

ケート調査 （企業用） 

※ 

【調査票名】 １－コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート調査 （会

員用） 

【調査対象】 （地域）北九州市小倉北区都心地区、八幡東区東田地区のコミュニティサ

イクル実施地区周辺 （単位）個人 （属性）現在のシティバイクの会員 （抽

出枠）コミュニティサイクルの個人会員及び法人会員 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７５２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在（平成２７年１月１５日～平成２７年１月３０

日） （系統）北九州市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則２年） （実施期日）平成２７年１月１５日～平

成２７年１月３０日 

【調査事項】 １．月あたりのシティバイク利用回数、２．１日あたりのシティバイク利

用時間、３．シティバイクの主な利用目的 

※ 

【調査票名】 ２－コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート調査 （住

民用） 

【調査対象】 （地域）北九州市小倉北区都心地区、八幡東区東田地区のコミュニティサ

イクル実施地区周辺 （単位）住民 （属性）１５歳～６５歳までの住民 （抽

出枠）住民基本台帳により１５歳～６５歳までの住民を無作為に抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１７，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（平成２７年１月

１５日～平成２７年１月３０日） （系統）北九州市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則２年） （実施期日）平成２７年１月１５日～平

成２７年１月３０日 

【調査事項】 １．月あたりのシティバイク利用回数、２．１日あたりのシティバイク利

用時間、３．シティバイクの主な利用目的 
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※ 

【調査票名】 ３－コミュニティサイクル「シティバイク」に関するアンケート調査 （企

業用） 

【調査対象】 （地域）北九州市小倉北区都心地区、八幡東区東田地区のコミュニティサ

イクル実施地区周辺 （単位）企業 （属性）資本金１０００万円以上、従

業員数３０名以上の企業 （抽出枠）民間事業所が保有する「企業データベ

ース」の情報により従業員３０名以上、資本金 １０００万円以上の企業を

無作為に抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／２，９１６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（平成２７年１月１５日～

平成２７年１月３０日） （系統）北九州市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則２年） （実施期日）平成２７年１月１５日～平

成２７年１月３０日 

【調査事項】 １．月あたりのシティバイク利用回数、２．１日あたりのシティバイク利

用時間、３．シティバイクの主な利用目的  
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【調査名】 住まいに関するアンケート調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２５日 

【実施機関】 佐賀県建築住宅課 

【目 的】 本調査は、県民の住まいに関する実状や意向等を把握し、今後の住宅施策の

基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－住まいに関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－住まいに関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位） （属性）県内に居住している世帯主 （抽

出枠）各市町の選挙人名簿の情報を用い、その中から単純無作為抽出法によ

り抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／３０４，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１２月２５日 （系

統）佐賀県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２６年１２月２５日～平成２７年

１月９日（予定） 

【調査事項】 年齢、世帯構成、住まいの状況、住まいの周辺環境、住まいのリフォーム

（住まいのバリアフリー化、住まいの省エネ化、住まいの耐震化）、中古住

宅購入の意向等  
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【調査名】 住宅関連事業者の実態把握に関する調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２５日 

【実施機関】 佐賀県建築住宅課 

【目 的】 本調査は、県内住宅関連事業者の工事の実績や意向等を把握し、今後の住宅

施策の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－住宅関連事業者の実態把握に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－住宅関連事業者の実態把握に関する調査票 

【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位） （属性）県内の住宅関連事業者 （抽出

枠）電話帳の情報を用い、その中から有意抽出法により抽出 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，３５０／２，３３０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年１月５日 （系統）佐賀県

－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１月５日～平成２７年１月

３１日 

【調査事項】 本店所在地、業種、工事の受注件数、リフォーム工事について、バリアフ

リー化改修工事について、耐震化改修工事について、空き家の活用について、

県産木材について等  
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【調査名】 新潟市若年者等の自立に関するアンケート調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２５日 

【実施機関】 新潟市 福祉部 福祉総務課 

【目 的】 本調査は、ひきこもりに関する住民の実態や意向を把握し、ひきこもりに関

する施策の検討、充実を図るための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－新潟市若年者等の自立に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－新潟市若年者等の自立に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）新潟市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上６５歳未満の市

民 （抽出枠）住民基本台帳の情報を用い，区域（８行政区）ごとに無作為

抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４９４，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）

新潟市‐民間事業者‐報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１月２６日～２月１０日 

【調査事項】 １．本人の属性（性別，居住区，年齢，家族構成，住居の形態，就業状況，

家計の状況）、２．就労についての考え、３．ひきこもりの認知状況、４．

ひきこもりの状態にあてはまるか、５．ひきこもりの状態になってからの期

間、６．ひきこもりの方の年代、７．相談支援機関やサービスの認知度，利

用状況、８．家族や地域との関わりの状況、９．本人のコミュニケーション

の状況、１０、ひきこもりに関する課題や新潟市の取り組みについての意見  
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【調査名】 地域の少子化の課題に関する調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２６日 

【実施機関】 青森県健康福祉部こどもみらい課 

【目 的】 本調査は、県民の結婚や子育てに関する意識やニーズ等を把握し、地域の特

性に応じて、それぞれの地域課題に対応した有効な少子化対策を講じていくため

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－地域の少子化の課題に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－地域の少子化の課題に関する調査票 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位） （属性）１６歳未満の子どもの保護者、

２０歳から３９歳までの者、５０歳から６９歳までの者 （抽出枠）住民基

本台帳の情報を用い、市町村ごとに地域を選んだ上で、当該地域内に所在す

る者を無作為抽出する層化二段抽出により選定する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０００人／８４３４９４人 （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１２月１５日 （系

統）青森県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２６年１２月１５日～平成２７年１

月１０日 

【調査事項】 １．家族の状況、２．交際・結婚に関する実態、３．妊娠・出産に関する

実態、４．子育てや子育て環境等に関する実態、５．仕事の状況等 
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【調査名】 消費生活に関する県民調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２６日 

【実施機関】 福井県安全環境部県民安全課 

【目 的】 本調査は、消費生活に関する県民の意識や要望を把握し、消費生活の安定と

効果的な施策の推進を図るとともに、平成２７年度に策定する福井県消費者教育

基本計画の参考資料とすることを目的する。 

【調査の構成】 １－消費生活に関する県民調査票 

※ 

【調査票名】 １－消費生活に関する県民調査票 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の福井県民 （抽

出枠）市町別に住民基本台帳から層化無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６４０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施日現在 （系統）

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年１月下旬～平成２７年２月上旬 

【調査事項】 １．消費者問題への関心について、２．消費生活上のトラブルに関する経

験について、３．消費生活に関する情報について、４．消費者教育・啓発に

ついて、５．消費者問題に対する行政の取組みについて  
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【調査名】 仕事と生活の実態及び女性の就労についての意識に関する調査（平

成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２６日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局市民生活部男女共同参画課 

【目 的】 本調査は、女性が働き続けるための障壁となっている理由について実態の把

握に努めることを目的する。 

【調査の構成】 １－仕事と生活の実態及び女性の就労についての意識に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－仕事と生活の実態及び女性の就労についての意識に関する調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市内 （単位）個人 （属性）委託業者に登録しているモニ

ター及び市政アドバイザーの中でメールアドレスを登録している者 （抽出

枠）委託業者に登録しているモニター及び市政アドバイザーの中でメールア

ドレスを登録している者 

【調査方法】 （選定）市政アドバイザー：全数 登録モニター：無作為抽出 （客体数）

４０００ （登録モニター２５００、市政アドバイザー約１５００） （配

布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 （把握時）平成２６

年１２月２６日予定（登録モニター） 平成２７年１月１５日予定（市政ア

ドバイザー） （系統）神戸市 － 民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１月５日予定（登録モニタ

ー） 平成２７年１月２９日予定（市政アドバイザー） 

【調査事項】 １．基本属性、２．本人の就労の実態、３．配偶者の就労の実態、４．子

育ての実態、５．その他生活の実態、６．女性の就労・活躍に関する意識、

７．神戸市の施策に関する意識  
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（２）変更 

【調査名】 廃棄物実態調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月９日 

【実施機関】 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 

【目 的】 本調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５に規定されている

廃棄物処理計画を策定するために、県内の廃棄物の発生、処理、処分等の状況を

把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－廃棄物実態調査票 

【備 考】 今回は、事業系一般廃棄物を調査対象廃棄物に追加したことによる、名称、

目的 他の変更である 

※ 

【調査票名】 １－廃棄物実態調査票 

【調査対象】 （地域）群馬県全域 （単位）事業所 （属性）廃棄物排出事業者 （抽

出枠）事業所母集団データベースの情報を用い、産業分類が農業を除く産業

に属する民営事業所のうち、従業者規模３０人以上の事業所を全数抽出、３

０人未満の事業所を５～２０％無作為抽出、建設業については資本金規模３

千万円以上の事業所を全数抽出、３千万円未満の事業所を１０％無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／４５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）２５年度 （系統）群馬県－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）２７年２月末日 

【調査事項】 廃棄物の発生、処理、処分等の状況  
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【調査名】 高知県工業統計補完調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月１５日 

【実施機関】 高知県総務部統計課 

【目 的】 本調査は、高知県内における従業者数３人以下の製造業を営む事業所の活動

状況を把握し、産業振興対策等の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－高知県工業統計補完調査票 

【備 考】 今回は、報告を求める者、報告を求める基準となる期日又は期間、報告を求

める期間の変更である。 

※ 

【調査票名】 １－高知県工業統計補完調査票 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類Ｅ－製造業に属する事業所（国に属する事業所を除く。）のうち、

従業者数３人以下の事業所 （抽出枠）利用することができる直近年の工業

調査準備調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）自計 （把握時）調査実施年の前年の１２月３１日現在 （一部の

項目については、調査実施年の前年の１月１日～１２月３１日までの１年間） 

（系統）高知県－民間事業者－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）経済センサスの実施年以外 （実施期日）経済センサスの実施

年以外９月～１１月 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、電話番号、２．従業者数、３．開設時期、４．

原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造関連外注費、転

売した商品の合計金額、５．品目別製造品出荷額、６．加工賃収入額、７．

その他収入額（事業外収入を除く。）  

- 36 -



【調査名】 第４回みえ県民意識調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２４日 

【実施機関】 三重県戦略企画部戦略企画総務課 

【目 的】 本調査は、平成２４年度からのおおむね１０年先を見据えた戦略計画「みえ

県民力ビジョン」において、「県民力でめざす『幸福実感日本一の三重』」を基本

理念として掲げ、新しい三重づくりに取り組んでおり、県政運営の参考とするた

め、県民の幸福実感等を把握することを目的とする。なお、三重県では政策分野

ごとに１６の「幸福実感指標」を設定し、その推移を把握することで、「みえ県

民力ビジョン」行動計画全体の進行管理に努めることとしており、当該調査では

「幸福実感指標」に基づく質問（地域や社会の状況についての実感）を盛り込み、

毎年調査することとしている。 

【調査の構成】 １－第４回みえ県民意識調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間、報告を

求めるために用いる方法、報告を求める期間の変更である。 

※ 

【調査票名】 １－第４回みえ県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）三重県全域 （単位）個人 （属性）三重県内にお住まいの２０

歳以上の男女 （抽出枠）各市町の選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，４９４，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）回答時点（調査期間：

平成２７年１月２２日～平成２７年２月１９日） （系統）三重県－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年１回 （実施期日）平成２７年１月２２日～平成２７年２月

１９日 

【調査事項】 １．幸福感 （幸福感を判断する際に重視した事項）、２．家族や地域活

動 （家族の状況、要介護者の有無、子どもの数・年齢・在学の状況、地域

活動への参加状況）、３．仕事や収入（職業、個人収入）、４．地域の状況 （親

の世帯から離れて暮らした経験と理由、引っ越しの経験と理由、近隣におけ

る公共施設等の状況）、５．基本属性 （性別、年齢、配偶関係、学歴、世

帯収入、居住地域）  
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【調査名】 茨城県男女共同参画社会県民意識調査（平成２６年届出） 

【受理年月日】 平成２６年１２月２６日 

【実施機関】 茨城県知事公室女性青少年課 

【目 的】 本調査は、女性が輝く社会の実現に向けて，県民の意識と実態等を調査集計・

分析し，その結果を広く公表することにより，県民全体の男女共同参画社会への

理解と意識の醸成を図る。また，各種施策の効果的な推進とともに，平成２３年

度に策定した茨城県男女共同参画基本計画の計画期間が平成２７年度末で終了

するため，この計画改訂のための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－茨城県男女共同参画社会県民意識調査 調査票 

【備 考】 今回は、調査の目的、報告を求める者、報告を求める基準となる期日又は期

間、報告を求める期間の変更である。 

※ 

【調査票名】 １－茨城県男女共同参画社会県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）個人 （属性）県内に居住する２０歳以上

の男女 （抽出枠）住民基本台帳から無作為抽出（層化二段抽出法） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４０００（男女各２０００） （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年２月１日現在 （系

統）茨城県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年２月１日～２月１４日 

【調査事項】 １．男女の地位の平等に関する意識について，２．男女の生き方や家庭生

活に関する考え，役割分担などについて，３．仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）について，４．就業について，５．地域活動等について，

６．様々な分野へのチャレンジについて，７．女性の人権，ドメスティック・

バイオレンス（ＤＶ（配偶者・恋人等からの暴力））について，８．男女共

同参画社会について，９．回答者の属性 
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